
PTA規約改正および細則・個人情報取扱規則の追加について（案）

第1条 この会は大阪市立鶴見南小学校 PTA といい、その事務所を

同校内に置く。

第1条 この会は任意加入の社会教育関係団体であり、「大阪市立

鶴見南小学校PTA」と称し、その事務所を同校内に置く。

第5条

この会の会員となることのできる者は、次の通りである。

① この学校に在籍する児童の保護者。

② この学校の校長、及び教職員。

第5条 この会の会員となることのできる者は、次の通りである。

① この学校に在籍する児童の保護者。

② この学校の校長、及び教職員。

③ この会の会員になろうとする者は、所定の入会届(PTA入

会申込書・会費引落し承諾書)を会長に提出するものとし、

期間は原則として児童の卒業までとする(自動継続)。

④ 本会への退会希望者は、退会届を提出することにより、

退会することができる。但し、子の卒業や転校または勤務

校の異動によって会員資格を失うもは、退会届の提出は必

要なく、会員資格の消滅をもって退会とする。児童が鶴見

南小学校に在籍する間は、申し出の翌月から再度入会する

ことができる。

第13条 この会の役員は、次のとおりである。

・ 会 長 １名  保護者

・ 副会長 若干名 保護者（男女各１名以上）

・ 書 記 １名  保護者

・ 会 計 １名  保護者

① 役員は、男女のいずれか一方にかたよってはならない。

② 役員は、他の役員、または会計監査を兼ねることができ

ない。

第13条 この会の役員は、次の通りである。

・ 会 長 １名  保護者

・ 副会長 若干名 保護者（男女各１名以上）

・ 書 記 １〜２名  保護者

・ 会 計 １〜２名  保護者

① 役員は、男女のいずれか一方にかたよってはならない。

② 役員は、他の役員、または会計監査を兼ねることができ

ない。

第15条  役員等の選出及び就任は次のとおり行われる。

(1) 本会の役員、会計監査員を選出するために、選挙管理委

員会を置く。その任務、構成、選出方法については、細則

にまとめる。

(2) 選挙管理委員会は、任務を終了したときに解散する。

(3) 選挙により役員を選出し、新年度の定期総会での承認を

もって就任する。

現行 改正案（令和8年5月施行）

役員の選出及び就任は、次の通り行われる。

①7名以上の委員からなる役員候補者指名委員会（以下「指

名委員会」という）を次の方法によってつくる。

ア　保護者の中から、次の通り4名を選出する。

ａ　各学級の保護者は、互選により、各2名の学級代表を選

出する。

ｂ　これらの学級代表は、会合して互選により、4名の指名

委員を選出する。

イ　教職員の中から互選により、2名の指名委員を選出す

る。

ウ　実行委員の中から互選により、1名の指名委員を選出す

る。

ただし、指名委員会は必要に応じ、実行委員会より若干名

の委員を加えることができる。

②指名委員は、役員及び会計監査委員長の候補者になるこ

とはできない。

③指名委員会は、各役員別に候補者をあげ、総会の5日まで

に、全会員に知らせる。

④候補者の指名は、その氏名を発表する前に、候補者の同

意を得なければならない。

⑤役員は、総会において、選挙もしくは承認によって選出

される。

⑥役員は、総会終了時より就任する。

第15条



PTA規約改正および細則・個人情報取扱規則の追加について（案）

現行 改正案（令和8年5月施行）

第19条 会長は、次の職務を行う。

① この会を代表し総括する。

② 他の役員、及び校長の意見を聞いて、各委員会、及び特

別委員会(指名委員会を除く)の委員長を委嘱する。

③ 実行委員会の承認を得て、各委員会、及び特別委員会(指

名委員会を除く)の委員を委嘱する。

④ 総会及び実行委員会を招集する。

⑤ 各委員会(指名委員会、及び会計監査委員会を除く)に出

席して意見をのべることができる。

第19条
会長は、次の職務を行う。

① この会を代表し総括する。

② 他の役員、及び校長の意見を聞いて、各委員会の委員長

を委嘱する。

③ 実行委員会の承認を得て、各委員会の委員を委嘱する。

④ 総会及び実行委員会を招集する。

⑤ 各委員会(会計監査委員会を除く)に出席して意見をのべ

ることができる。

第30条 総会定足数全会員の 5 分の 1 とする。ただし、委任状を提

出した者は出席とみなす。決議は出席者の過半数の同意を

要する。

第30条
総会定足数全会員の 5 分の 1 の書面表決書（電磁的記録を

含む）の提出または出席があった場合に成立する。

第32条 総会は毎年開催する。また、書面決議での開催も可能とす

る。その場合3分の1以上の異議申し立てがなければ可決と

する。

第32条 総会は毎年開催する。また、書面（電磁的記録を含む）決

議での開催も可能とする。その場合 3 分の 1 以上の賛成で

可決とする。

第35条 実行委員会の任務は次の通りである。

① 会長によって任命される各委員会の委員を承認する。

② 各委員によって立案された事業計画を審議検討する。

③ 総会に提出する議案を調整する。

④ 必要あるときは、特別委員会を設ける。

⑤ その他、規約ならびに総会の決議に従って、この会の事

務を処理する。

第35条
実行委員会の任務は次の通りである。

① 会長によって任命される各委員会の委員を承認する。

② 各委員によって立案された事業計画を審議検討する。

③ 総会に提出する議案を調整する。

④ その他、規約ならびに総会の決議に従って、この会の事

務を処理する。

第37条 この会の活動に必要な事項について、調査・研究・立案・

実施するために、次の委員会を置く。

・学級委員会・青少年活動委員会・保健給食委員会・広報

委員会・学習人権委員会

第37条 この会の活動に必要な事項について、調査・研究・立案・

実施するために、次の委員会を置く。

・学習人権委員会・青少年活動委員会・保健給食委員会・

ベルマーク委員会・広報委員会・イベント委員会

第38条 この会の特定の目的を遂行するために、必要あるときは特

別委員会を設けることができる。

 ① 特別委員会の委員長は、必要ある場合実行委員会に出席

して意見を述べることができる。

第38条

改正により削除

第39条 各委員会、および特別委員会の委員長は、他の役員および

校長の意見を聞いて会長が委嘱する。

① 委員は、委員長の選定に基づき実行委員会の承認を得

て、会長が委嘱する。

第39条 各委員会の委員長は、他の役員および校長の意見を聞いて

会長が委嘱する。

①委員は、委員長の選定に基づき実行委員会の承認を得

て、会長が委嘱する。

第40条 各委員会、ならびに特別委員会の委員長、および委員の任

期は、1 年とする。ただし、再任は妨げない。

① 委員会相互間において、委員長は、他の委員長を兼ねる

ことができない。

第40条 各委員会の委員長、および委員の任期は、1 年とする。ただ

し、再任は妨げない。

①委員会相互間において、委員長は、他の委員長を兼ねる

ことができない。

第41条 学級委員会の任務は、次の通りである。

① その学年の会員が会員としての義務と権利を全うするよ

うにつとめる。

② 教育環境がより好ましくなるようにつとめる。

➂ 児童がよりよき教育を受けられるよう、環境の緑化およ

び整備に協力する。

改定により削除



PTA規約改正および細則・個人情報取扱規則の追加について（案）

現行 改正案（令和8年5月施行）

第44条 第44条 ベルマーク委員会の任務は、次の通りである。

①ベルマークの回収、整理、発送を行う。

②ベルマーク預金による学用品や備品の購入を推進し、児

童の学習環境の充実をはかる。

③ベルマーク運動への理解と協力を得るため、保護者への

啓発活動を行う

第46条 第46条 イベント委員会の任務は、次の通りである。

① 学校が主催する行事、および学校内における各種イベン

トの運営を補助する。

② 地域社会が実施する催事や活動に協力し、学校と地域の

交流を深めるようつとめる。

③ 区のPTA協議会等が主催する行事や各種セミナーに参加

し、その運営を補助する。

第49条
改正により移動。

第47条 校長、および教頭、教務主任は各委員会に出席して意見を

述べることができる。

第50条
改正により移動。

第48条 各委員会は、その事業計画について、実行委員会にはから

なければならない。

第52条

改正により移動。

第41条 学習人権委員会の任務は、次の通りである。

①家庭や地域の教育資源を活用し、児童の教育に寄与する

よう学習の機会を設ける。

②この会の学習人権活動を活発にするために、研修事業を

推進する。

③地域における関係諸団体との連携をはかる。

④全会員を対象に、標準服を中心とした学用品のリサイク

ルを実施し、物を大切にする意識を高める。

第53条

改正により移動。

第49条 この規約は、総会において出席者の 3 分の 2 以上の賛成に

よって改正することができる。ただし改正案はすくなくと

も 7 日前にその内容を全会員に知らせておかなければなら

ない。



細則の追加について（案）

第1条 選挙管理委員会は、役員会全員および校長、教頭によって構成される。

第2条 選挙管理委員会は、次のような任務を負う。

 (１) 次年度の役員選出に関する事務

 (２) 次年度の会計監査委員長選出に関する事務

第3条 役員の選出方法

 (１) ＰＴＡ会長は全会員へ「立候補用紙」を配付する。

 (２)  立候補希望者は、「立候補用紙」を提出する。

 (３) 選挙管理委員会は、役員立候補者名簿を作成する。

 (４) 役員の定数を超えた場合は、選挙を行う。

 (５) 定期総会での承認をもって役員に就任する。

第4条 選挙管理委員会は、選挙に関する事務の一切を行うものとし、次の事項を告示する。

イ) 選挙する役員の種別とその定数並びに会計監査の定数に関する事項

ロ) 立候補に必要な事項並びに候補者の名前、ＰＴＡにおける経歴

ハ) 選挙の日時と場所及び選挙の方法と結果に関する事項

第5条 役員と会計監査に立候補者がいないときはその旨を全会員に知らせ、選挙管理委員会の責任において候補者を選考す

る。

個人情報取扱規則の追加について（案）

第1条 この個人情報取扱規則（以下「本規則」という）は、大阪市鶴見南小学校 PTA（以下「本会」という）が取得・保

有する個人情報の適正な取り扱いに関する基本的事項を定める。本規則により事業の円滑な運営を図るとともに個人

情報の適正な収集・利用・管理を図り、もってプライバシーの保護を実現する事を目的とする。

第2条 本会は個人情報保護に関する法令等を遵守するとともに個人情報保護法に則って運用管理を行い、実施するあらゆる

事業を通じて個人情報の保護に努めるものとする。

第3条 本会において取得・保持する個人情報の取扱方法については、総会資料または広報 資料など適切な方法により会員

に周知する。

第4条 本規則における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。

 (１) 個人情報：生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述又は個人別

に付された番号、記号その他の符号により当該個人を識別できるもの（当該情報のみでは識別できないが、他の情報

と容易に照合することができ、それにより当該個人を識別できることとなるものを含む。）をいう。

 (２) 保有個人情報：本会が開示、訂正、追加、削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を行うことので

きる権限を有する個人データであって、その存否が明らかになることにより、本人又は第三者の生命、身体又は財産

に危害が及ぶおそれがあるもの、又は違法若しくは不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがあるもの以外をい

う。

 (３) 本人：前項の個人に関する情報により識別可能となる特定の個人または未成年者個人の保護者をいう。

 (４) 役員：本会の役員会を構成する者をいう。

 (５) 委員：本会の委員会を構成する者（役員を含む）をいう。

 (６) 教職員代表：本会の役員会及び委員会に出席する教職員の代表者をいう。

 (７) 従業者：本会の指揮命令を受け、本会の業務に従事する者をいう。

第5条 本会における個人情報保護管理者は、本会会長とする。

第6条 本会における個人情報データベース取扱者は、本会役員・委員長とする。

「細則」新設案（令和8年5月施行）

「鶴見南小学校ＰＴＡ個人情報取扱規則」新設案（令和8年5月施行）



個人情報取扱規則の追加について（案）
「鶴見南小学校ＰＴＡ個人情報取扱規則」新設案（令和8年5月施行）

第7条 本会では個人情報を次の目的のために利用する。

 (１) PTA会費請求、管理業務等に関する連絡

 (２) 本会の事業に関する文書等の送付

 (３) 本会役員・委員・会員名簿等の作成

 (４) 本会役員・委員選出等の推薦活動

 (５) ○○当番表、○○班表、一人一役表の作成

 (６) ○○イベントの名簿等の作成

 (７) ホームページや広報紙への掲載

 (８) 問い合せまたは依頼等への対応

 (９) その他、事前にお知らせし同意を頂いた目的の場合

第8条 本会は、あらかじめ本人の同意を得ないで、前条の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個

人情報を取り扱ってはならない。

第9条
本会が取り扱う個人情報を収集するときはあらかじめその個人情報の利用目的を決め本人に明示の上、同意を得る。

第10条 個人情報は管理者又は取扱者が保管するものとし、適正に管理し、不要となった個人情報は管理者立会いのもとで、

適正かつ速やかに処分する。

第11条
個人情報データベース、個人データを取り扱う電子機器等については、ウィルス対策ソフトを入れるなど適切な状態

で保管する。また、持ち出す場合は、電子メールでの送信も含め、ファイルにパスワードをかけるなど適切に行う。

第12条 本会は、個人情報は次に掲げる場合を除き、あらかじめ本人の同意を得ないで第三者に提供してはならない。

 (１) 法令に基づく場合

 (２) 人の生命、身体又は財産の保護のために必要な場合

 (３) 公衆衛生の向上又は児童（生徒）の健全育成の推進に必要がある場合

 (４) 国の機関もしくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する

必要がある場合

第13条 個人情報を第三者（第12条第1号から第４号の場合を除く）に提供したときは、次の項目について記録を作成し保存

する。

 (１) 第三者の氏名

 (２) 提供する対象者の氏名

 (３) 提供する情報の項目

 (４) 対象者の同意を得ている旨

第14条 第三者（第12条第1号から第４号の場合を除く）から個人情報の提供を受けるときは、次の項目について記録を作成

し保存する。

 (１) 第三者の氏名

 (２) 第三者が個人情報を取得した経緯

 (３) 提供を受ける対象者の氏名

 (４) 提供を受ける情報の項目

 (５) 対象者の同意を得ている旨（事業者でない個人から提供を受ける場合は不要）

第15条 個人情報データベースの管理者・取扱者は、職務上知ることができた個人情報をみだりに他人に知らせ、または不当

な目的に使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。

第16条 本会は、本人から、個人情報の開示、利用停止、追加、削除を求められたときは、法令 に沿ってこれに応じる。

第17条
個人情報データベースを漏えい等（紛失含む）したおそれがあることを把握した場合は、直ちに管理者に報告する。

第18条 本会は、個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。 

第19条 本会は、ＰＴＡ活動者に対して、定期的に、個人データの取扱いに関する留意事項について、 研修を実施するもの

とする。

第20条 本会の「鶴見南小学校ＰＴＡ個人情報取扱規則」は、総会において改正する。


